
 

 
対象 

＊支援を必要とする就学（幼稚園及び大学を除く）している障がい児 

  

  

放課後等デイサービスは、支援を必要とする就学している障

がいのある子どもに対して、授業の終了後又は学校の休業日

に、専門スタッフが個々の子どもの状況に応じて生活能力向上

のために必要な訓練を行ったり、社会との交流の促進を図った

りするところです。 

 

子どもの発達過程や特性、適応行動の状況を理解した上で、コミュニケーション

面で特に配慮が必要な課題等も整理し、一人ひとりの状況に即した放課後等デイサ

ービス計画（＝個別支援計画）に沿って発達支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

① 子育ての悩み等に対する相談を行います。        

② 家庭内での養育等について、子どもの育ちを支える力をつ

けられるよう支援したりします。 

 

 
 

放課後等デイサービスとは？ 

放課後等デイサービス  
 

保護者に対しては？ 



 

                  
                            
 
 

 

 

  

 

 

利用者負担には上限があります！ 
 

世帯の所得に応じて以下のとおり、月ごとにかかる利用者負担の上限額が決めら

れています。 

 サービス費用の１割分の合計が上限額より多い場合、上限額以上の負担はありま

せん。（施設独自のおやつ代・外出等の実費は別負担となります。） 
  
   

世帯の収入状況 上限額（月額） 

生活保護受給世帯の人 ０円 

市町村民税非課税世帯の人 ０円 

市町村民税課税世帯の人 
（所得割２８万円未満） 

４,６００円 

上記以外の人 ３７,２００円 

 

何日通えるの？ 

お子さんの状態等、お話を伺った上でその方に応じた１ヶ月

あたりの利用日数を決定します。 

※但し、上限日数は原則として各月の日数から８日を控除した

日数です。 

お問合せ先 

羽咋市 市民福祉部 健康福祉課 援護係 

住所 羽咋市旭町ア２００番地 

TEL （０７６７）２２－３９３９ 

いくらかかるの？ 

サービスを利用した場合は、サービス費用の１割が負担額

になります。 
 


